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INFORMATION INFORMATION
国
税
に
関
す
る
申
告
・
面
接
相
談

は
、「
事
前
予
約
」
が
必
要
で
す

税
務
署
で
は
、
納
税
者
の
皆
さ
ま
に
お
待

ち
い
た
だ
く
こ
と
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
申
告
・

面
接
相
談
で
き
る
よ
う
、
原
則
と
し
て
「
事

前
予
約
制
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

申
告
・
面
接
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

所
轄
の
税
務
署
に
電
話
で
相
談
日
時
を
予
約

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
予
約
状
況
に
よ
り
、
希
望
の
相
談

日
時
に
添
え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
願
い
ま
す
。

十
勝
池
田
税
務
署
☎（
572
）２
１
７
１

家
屋
異
動
調
査
を
行
い
ま
す

家
屋
異
動
の
調
査
を
実
施
し
ま
す
の
で
、

該
当
さ
れ
る
方
は
直
接
お
電
話
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

【
新
築
・
増
改
築
家
屋
】

令
和
２
年
１
月
2
日
か
ら
現
在
ま
で
に
、

新
築
ま
た
は
増
改
築
を
し
た
建
物
お
よ
び

現
在
建
築
中
ま
た
は
建
築
予
定
で
令
和
３

年
１
月
１
日
ま
で
に
完
成
見
込
み
の
建
物

【
滅
失
家
屋
】

令
和
２
年
１
月
２
日
か
ら
現
在
ま
で

に
、
取
り
壊
し
た
建
物
ま
た
は
令
和
３
年

１
月
１
日
ま
で
に
取
り
壊
す
予
定
の
建
物

【
所
有
者
が
変
更
し
た
家
屋
】

売
買
、
相
続
、
贈
与
な
ど
で
所
有
者
が

変
更
し
た
建
物

【
家
屋
の
種
類
】

居
宅
、
店
舗
、
事
務
所
、
車
庫
、
物

置
、
畜
舎
、
倉
庫
等
す
べ
て
の
建
物

【
そ
の
他
】

該
当
家
屋
の
評
価
に
係
る
実
地
調
査
の
日

程
に
つ
い
て
は
、後
日
個
別
に
連
絡
し
ま
す
。

役
場
住
民
課
資
産
税
係
☎（
574
）２
２
１
３

赤
ち
ゃ
ん
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

　

乳
児
（
１
歳
６
か
月
未
満
）
を
持
つ
親
子
が

安
心
し
て
遊
べ
、
お
母
さ
ん
同
士
が
子
育
て
に

つ
い
て
気
軽
に
お
し
ゃ
べ
り
で
き
る
広
場
で
す
。

10
月
７
日
（
水
）
▽
10
時
～
12
時

内
容
▽
自
由
遊
び

　

赤
ち
ゃ
ん
を
遊
ば
せ
な
が
ら
、
お
母
さ
ん
同

士
で
お
し
ゃ
べ
り
し
て
交
流
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ

１
歳
６
か
月
未
満
児
（
令
和
元
年
４
月
１
日

以
降
生
）
の
親
子
お
よ
び
妊
娠
中
の
方

※
未
就
学
児
の
兄
弟
姉
妹
同
伴
は
か
ま
い
ま

せ
ん
。
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
別
室
で
託
児

を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
☎
（
574
）
３
９
３
1

わ
ん
ぱ
く
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

　

子
ど
も
同
士
や
お
母
さ
ん
同
士
の
交
流
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。
育
児
に
関
す
る
相
談

に
も
応
じ
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
参
加
さ
れ
る
方
は
、
保
護
者
・
お
子
さ
ん

共
に
検
温
等
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
と
、
保
護
者

の
方
は
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

10
時
～
12
時

日　程 場　所 内　容 備　考

10月1日（木） 保健センター 発育測定 母子手帳をお持ちください。

10月8日（木）

こどもプラザ
とよころ

自由遊び・リサイクル 対象年齢　1 歳児

10月15日（木） 自由遊び・リサイクル 対象年齢　2 歳児

10月22日（木） リズム遊び 対象年齢　1 歳児
申込 10 月 15 日（木）まで

10月28日（水） わらべうた遊び 対象年齢　0 歳児
申込 10 月 21 日（木）まで

10月29日（木） リトミック 対象年齢　2 歳児
申込 10 月 22 日（木）まで

11月5日（木） 保健センター 発育測定 母子手帳をお持ちください。

こ
ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ
☎
（
574
）
３
９
３
１

乳
幼
児・
１
歳
６
か
月
児・
3
歳
児

健
診
の
お
知
ら
せ

11
月
30
日
（
月
）

保
健
セ
ン
タ
ー

無
料

内
容
▽
身
体
計
測
、
問
診
、
診
察
、
歯
科
健

診
、
各
種
相
談

内容 受付 対　象 持ち物

3・4 か月児
14：30

令和2年6月29日～
令和2年8月30日生 ・母子手帳

・アンケート用紙
（新生児訪問時にお渡し
 しています）

7・8 か月児 令和2年2月29日～
令和2年4月30日生

11・12か月児 14：00 令和元年10月29日～
令和元年12月30日生

1 歳 6 か月児 13：30 平成31年3月29日～
令和元年5月30日生

・母子手帳・歯ブラシ
・当日の尿
・アンケート用紙
（対象児に郵送します）3 歳児 13：00 平成29年9月29日～

平成29年11月30日生

※ご不明な点がありましたら、保健師までご相談ください。

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
（
574
）
３
１
４
１

※
わ
ん
ぱ
く
広
場
・
赤
ち
ゃ
ん
広
場
と
も

に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
に
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
年
齢
を
分
け
て
行
い
ま
す

▽
２
歳
児
…
平
成
29
年
４
月
２
日
～
平
成
30
年
４
月
１
日
生
ま
れ

▽
１
歳
児
…
平
成
30
年
４
月
２
日
～
平
成
31
年
４
月
１
日
生
ま
れ

▽
０
歳
児
…
平
成
31
年
４
月
２
日
～
令
和
元
年
10
月
31
日
生
ま
れ 内容の詳細は、こどもプラザとよころへお問合せください。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
対
策
に
よ
り
、
受

付
時
間
の
変
更
や
健
診
の
延
期
・
中
止
等
が
生
じ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
変
更
が
あ
っ
た
際
に
は
、
対

象
者
全
員
へ
個
別
に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

令和３年度 保育所入所のご案内
令和 3 年度保育所入所希望児童の受付を行います。

上記以外でも随時、入所受付や保育に関する相談を行っています。　茂岩保育所☎５７４- ２１７０

令和 3 年度学童保育所入所希望児童の受付は、２月に行います。　　学童保育所☎５７４- ３９３１

入所説明会
　来年度、初めて保育所に入所される児童の保護者を
対象に、入所説明会を行いますので、必ず出席くださ
るようお知らせします。

入所説明会
開催場所・日時

茂岩保育所 大津保育所

１2 月4 日（金）
１１月下旬に申込
み者へ直接案内
します。

１５時～（３０分程度）

茂岩保育所の新規利用手続き等

①保育所に、新規申込の方は教育・保育給付申請と入所
申込の手続きを同時に行います。用紙は、保育所、大
津支所にあります。教育・保育給付申請とは、保育所
を利用できる資格があることを、町に申請する手続き
のことをいいます。

②町から申請者へ、次の区分により認定し教育・保育給
付認定証を交付します。

●３歳から５歳児で保護者の就労等で保育が必要な児童
●３歳未満児で保護者の就労等で保育が必要な児童

③町から入所承諾書を交付します。

茂岩保育所継続
大津保育所の利用手続き

①保育所に、入所申込の手続きを行います。用紙は、保
育所、大津支所にあります。

②町から入所承諾書を交付します。

●受付期間　　１１月２日（月）～
１１月１３日（金）

●申込方法
　　茂岩保育所または大津支所に備え付けの申込用紙に

必要事項を記入し、茂岩保育所または大津支所へお申
込みください。

保育所一覧

区　分 認可保育所 へき地保育所

保育所 茂岩保育所 大津保育所

開設期間 通　年

平日保育時間 ８：３０～１６：３０

土曜日保育時間 ８：３０～１２：００

受入年齢 １歳くらいから ３歳くらいから

認定基準
　保育所へ入所できる児童は、両親いずれも（両親と
別居している場合には児童の面倒を見ている者）が次
のいずれかの事情にあり、家庭において必要な保育を
受けることが困難である場合です。

①家庭内および家庭外労働
 ひと月において、常に一定時間以上の労働をしている。
②母親の出産等
 母親が妊娠中または出産後間がない。
③疾病等
 病気にかかり、もしくは怪我を負い、または心身

に障がいがある。
④病人看護等
 同居の親族（長期間の入院等を含む）を常に介護

または看護している。
⑤家庭の災害
 地震、風水害、火災、その他の復旧にあたっている。
⑥求職活動
 求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っている。
⑦教育施設に在学
 学校、専修学校、各種学校等に在学している。
⑧職業訓練
 職業訓練を受けている。
⑨児童虐待
 児童虐待を行っているか、または再び行われるお

それがある。
⑩配偶者からの暴力
 配偶者からの暴力により、保育を行うことが困難

であると認められる場合。
⑪育児休業
 育児休業をする場合で、対象の児童以外の子が保

育所を利用しており、 引き続きの利用が必要であ
ると認められる場合。

⑫その他
 ①から⑪に類似すると町長が認める場合。

広
報
と
よ
こ
ろ

社
協
だ
よ
り

▽
税
金
▽
子
育
て

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

▽
子
育
て


